
理
容
師
法
施
行
細
則
及
び
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
八
十
二
号

理
容
師
法
施
行
細
則
及
び
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

理
容
師
法
施
行
細
則
（
平
成
十
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

「

所
開

設
予

定
年

月
日

年
月

日

第
二
号
様
式
中

＊

確
認

年
月

日
第

「

所
開

設
予

定
年

月
日

年
月

日

同
一

の
場

所
で

美
容

師
法

第
２

条
第

３
項

に
規

定
す

る
美

容
所

を
現

に
開

設

設
し

よ
う

と
す

る
場

合

ふ
り

が
な

美
名

称

を

容
開

設
予

定
年

月
日

年
月

日

号
現

に
開

設
し

て
い

る
場

合
は

美
容

、

」

所
所

検
査

確
認

済
証

第
号

の
確

認
年

月
日

及
び

確
認

番
号

＊



確
認

年
月

日
第

し
又

は
開

、

「

証
明

書
県

名

（

）
・番

号
第

号
・

年
月

日

に
、

修
了

証
県

名

（

）
・番

号
第

号
・

年
月

日

号

」

「

年
月

日
都

道
府

県
名

修
了

番
号

修
了

年
月

日

を

修
了

証

年
月

日

」

に
改
め
る
。

＊
確

認

」



「

第
三
号
様
式
中

変
更

年
月

日
年

月

「
変

更
年

月
日

年
月

同
一

の
場

所
で

美
容

師
法

第
２

条
第

３
項

に
規

定
す

る
美

容
所

を
開

設
し

て

ふ
り

が
な

日

を

美
名

称

」

容
美

容
所

検
査

確
認

済

証
の

確
認

番
号

及
び

号
年

月
所

確
認

年
月

日

日

い
る

場
合

に
改
め
る
。

日

」「

第
四
号
様
式
中

廃
止

年
月

日
年

月



「

廃
止

年
月

日
年

月

同
一

の
場

所
で

美
容

師
法

第
２

条
第

３
項

に
規

定
す

る
美

容
所

を
開

設
し

て

ふ
り

が
な

日

を

美
名

称

」

容
美

容
所

検
査

確
認

済

証
の

確
認

番
号

及
び

号
年

月
所

確
認

年
月

日

日

い
る

場
合

に
改
め
る
。

日

」

（
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

美
容
師
法
施
行
細
則
（
平
成
十
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

「

所
開

設
予

定
年

月
日

年
月

日

第
二
号
様
式
中



＊

確
認

年
月

日
第

「
所

開
設

予
定

年
月

日
年

月
日

同
一

の
場

所
で

理
容

師
法

第
１

条
の

２
第

３
項

に
規

定
す

る
理

容
所

を
現

に

は
開

設
し

よ
う

と
す

る
場

合

ふ
り

が
な

理
名

称

を

容
開

設
予

定
年

月
日

年
月

日

号
現

に
開

設
し

て
い

る
場

合
は

理
容

、

」

所
所

検
査

確
認

済
証

第
号

の
確

認
年

月
日

及
び

確
認

番
号

＊

確
認

年
月

日
第

開
設

し
又

、

「

証
明

書
県

名

（

）
・番

号
第

号
・

年
月

日

に
、



修
了

証
県

名

（

）
・番

号
第

号
・

年
月

日

号

」

「

年
月

日
都

道
府

県
名

修
了

番
号

修
了

年
月

日

を

修
了

証

年
月

日

」

に
改
め
る
。

＊
確

認

」

「

第
三
号
様
式
中

変
更

年
月

日
年

月

「

変
更

年
月

日
年

月

同
一

の
場

所
で

理
容

師
法

第
１

条
の

２
第

３
項

に
規

定
す

る
理

容
所

を
開

設

ふ
り

が
な

日

を

理
名

称

」

容



理
容

所
検

査
確

認
済

証
の

確
認

番
号

及
び

号
年

月
所

確
認

年
月

日

日

し
て

い
る

場
合

に
改
め
る
。

日

」「

第
四
号
様
式
中

廃
止

年
月

日
年

月

「

廃
止

年
月

日
年

月

同
一

の
場

所
で

理
容

師
法

第
１

条
の

２
第

３
項

に
規

定
す

る
理

容
所

を
開

設

ふ
り

が
な

日

を

理
名

称

」

容
理

容
所

検
査

確
認

済

証
の

確
認

番
号

及
び

号
年

月
所

確
認

年
月

日



日

し
て

い
る

場
合

に
改
め
る
。

日

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
理
容
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
理
容
師
法
施
行
細
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ

れ
た
書
類
と
み
な
す
。

（
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
美
容
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
第
二
条
に
よ
る
改
正
後
の
美
容
師
法
施
行
細
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ

れ
た
書
類
と
み
な
す
。
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